
【聴覚障害のある競技者】

選手連絡票（別紙１）

使用薬物についての調査用紙（別紙２）

使用する可能性のある薬物についての調査書（別紙3）

JADA TUE委員会へのTUE申請の手順（この用紙）

該当選手の指導。該当選手に別紙１，２，３およびこの用紙を発送

（各用紙は協会サイトからもダウンロード可）

① ①個人で主治医、薬剤師に確認する。

② ②主治医、薬剤師に確認しても不明な場合、または確認が難しい場合、

　　アンチ・ドーピング部会に確認依頼

③ 薬物を使用している選手は、別紙１，２，３をスポーツ委員会のドーピング担当者に提出

※協会サイト上で情報を得た選手もまずはスポーツ委員会のドーピング担当者へ提出

② 競技団体のドーピング担当者がまとめてアンチ・ドーピング部会に提出

（随時受付可。ただし競技団体ごとにとりまとめの時期を決めること）

アンチドーピング部会にて使用薬物をチェック

禁止物質が含まれていれば禁止薬物使用内容を選手に直接通知

（禁止物質が含まれていない場合には連絡はありません）

禁止薬物
使用選手

(ａ)

注(ａ)：
禁止物質を含む市販薬を使用している選手については中止を指示

全日本ろうあ連盟スポーツ委員会
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国際大会・ジャパンパラリンピック等

アンチ・ドーピング部会
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ICSD/JADA TUE委員会への
治療目的使用の適用措置（TUE）申請の手順

(ａ)
質 薬 使 選

禁止薬物
使用選手

(ｂ）

注(ｂ）：
医師より処方されている薬物の中で、治療目的に禁止薬物の使用を継続する可能性が
ある選手に対しては、TUE申請も視野に入れ、主治医と相談

１．主治医に禁止薬物が処方されていることを説明し、中止または使用可能な薬物への
変更をお願いする

２．この対応ができない選手については、医師にTUE申請書を示し、必要事項を記入
（注：すべて英語表記にて記載）してもらい、アンチ・ドーピング部会へ返送する

作成書類の不備や追加資料提出の必要のある選手に対してはその旨を連絡

修正書類あるいは追加資料をアンチ・ドーピング部会に提出

書類に問題がなければ、アンチ・ドーピング部会よりJPCに申請書類を送付

国際レベルの選手はJPCよりスポーツ委員会よりICSDのTUE委員会にTUE申請書を提出

国内レベルの選手はJPCよりJADA TUE委員会にTUE申請書を提出。

ICSD/JADA TUE委員会より、選手に直接TUE許可書が届く

選手はスポーツ委員会およびアンチ・ドーピング部会にTUE許可書コピーを送付

TUE申請することが決定
した選手はスポーツ委員
会に連絡し、TUE申請用
紙を入手する。
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